
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　管状樹脂フィルムを延伸

　　延伸された前記管状樹脂フィルムの形状を保持する保持部と
　　を備える管状樹脂フィルム製造装置。
【請求項２】
　　前記延伸部が、前記管状樹脂フィルムを長手方向に延伸する延伸力を、前記管状樹脂
フィルムに付与可能に構成してある請求項１に記載の管状樹脂フィルム製造装置。
【請求項３】
　　前記延伸部が、前記管状樹脂フィルムを円周方向に延伸する延伸力を、前記管状樹脂
フィルムに付与可能に構成してある請求項１または２に記載の管状樹脂フィルム製造装置
。
【請求項４】
　　前記延伸部は、複数の部分に分割可能であり、前記複数の部分のそれぞれが径方向に
移動可能に構成された分割型径拡張マンドレルである請求項１～ のいずれか１項に記載
の管状樹脂フィルム製造装置。
【請求項５】
　　前記保持部が、多孔質材料を用いている請求項１～ のいずれか１項に記載の管状樹
脂フィルム製造装置。
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面側にガスを滲出可能なマンドレルを備えた延伸部と、
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【請求項６】
　　前記保持部において、管状樹脂フィルムが冷却されるように構成してある請求項１～

のいずれか１項に記載の管状樹脂フィルム製造装置。
【請求項７】
　　前記管状樹脂フィルムの管内圧力の上昇を防止するための通気手段を含む請求項１～

のいずれか１項に記載の管状樹脂フィルム製造装置。
【請求項８】
　　延伸前の前記管状樹脂フィルムを予熱する予熱部を備える請求項１～ のいずれか１
項に記載の管状樹脂フィルム製造装置
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱可塑性樹脂を原料とした管状樹脂フィルムの製造装置および製造方法に関
する。より詳細には、本発明は、位相差フィルム、シュリンクフィルム、ラミネートフィ
ルム等に使用可能な、膜厚が小さく且つ均一で平坦な表面を有する管状樹脂フィルムの製
造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱可塑性樹脂フィルムに関する研究・開発は、これまで多くの研究者、企業等によって
、数多くなされてきている。そして、熱可塑性樹脂フィルムは、原料が比較的低価格であ
りながら、機械的性質、耐薬品性、透明性、水蒸気透過性などが優れているため、使用さ
れる分野は、包装、雑貨、農業、工業、食品、医療など広範囲にわたっている。
【０００３】
　近年、熱可塑性樹脂フィルムを光学分野で利用する事例が数多く見られる。熱可塑性樹
脂（例えば、ポリカーボネート、環状ポリオレフィンなど）は光透過性が比較的良好であ
り、また延伸処理（一軸延伸または二軸延伸）を行うと、光学的異方性（配向性）を付与
することができる。このような配向性が付与された熱可塑性樹脂から作製されたフィルム
は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などに用いる位相差フィルムとして好適に使用すること
ができる。
【０００４】
　また、このような熱可塑性樹脂フィルムを製造するための様々な方法がこれまで知られ
ており、且つ実施されている。熱可塑性樹脂フィルムの製造方法として、一般に、溶剤に
樹脂を溶解させた樹脂溶液をガラス板等にキャストして成膜する溶液キャスト法（例えば
、特許文献１参照）、押出機による溶融樹脂の押出し後にチルロールで冷却してフィルム
化するＴ―ダイ押出法（例えば、特許文献２参照）、押出機により溶融樹脂を管状に押出
すチューブ押出法（例えば、特許文献３参照）、管状に押出した樹脂の内側に空気圧を付
与しながら成形するインフレーション押出法（例えば、特許文献４，５参照）などが工業
的に用いられている。
【特許文献１】特開平５－２３９２２９号公報
【特許文献２】特開２０００－２１９７５２号公報
【特許文献３】特開昭５９－１２０４２８号公報
【特許文献４】特開昭６０－２５９４３０号公報
【特許文献５】特開平８－２６７５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した従来の熱可塑性樹脂フィルム製造方法は、様々な問題点を抱え
ている。例えば、溶液キャスト法は、溶剤を使用するため装置全体が複雑かつ大規模にな
ってしまうという欠点があり、これは製造コストの上昇の要因となる。さらに大きな問題
として、溶液キャスト法は、大量の溶剤を使用するため環境に対する負荷が大きく、今日
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の環境保護の潮流に逆行するものである。
【０００６】
　また、Ｔ－ダイ押出法も装置が大規模になるため大きな設置面積を必要とし、その上、
装置自体も非常に高価であるという問題がある。さらにＴ－ダイ押出法では、フィルム厚
を小さくしようとすると、フィルム端部の厚み精度が悪化するためこのフィルム端部を廃
棄せざるを得なくなり、その結果、製品歩留まりが低下するという問題もある。
【０００７】
　また、Ｔ－ダイ押出法により作製されたフィルムはテンター方式で延伸されるのが一般
的である。テンター方式ではフィルムの端部をクリップで挟むため、端部の遅相軸角度の
バラツキが大きく、フィルム中央部しか利用することができなかった。
【０００８】
　一方、チューブ押出法は、設備を比較的小さく構成することが可能であり、製品歩留ま
りも良好であることから、樹脂フィルム成形の分野において従来より広く実施されている
。また、チューブ押出法は樹脂フィルムを管状形状で得ることが可能であり、この管状の
樹脂フィルムをロールカッター等の切断手段で長手方向に切り開けば、幅広の樹脂フィル
ムとすることができる。ところが、このような従来のチューブ押出法では、一定品質の樹
脂フィルムを定常的に得ることは極めて困難であった。押出機から管状に押出された樹脂
が不安定で外部環境の影響を受け易く、その形状がた易く変化し得るからである。従って
、チューブ押出法では、位相差フィルム等に使用可能な、膜厚が小さく且つ均一で平坦な
表面を有する樹脂フィルム製品を、安定的に製造することはほとんど不可能であった。
【０００９】
　インフレーション押出法は、押出機から溶融樹脂を管状に押し出した後、樹脂の内側に
空気を吹き込みながら樹脂フィルムを成形する方法であるが、この方法においても上記と
同じく、押出機から管状に押出された樹脂の不安定性のため、わずかなフィルム張力の変
化や空気流の乱れによって、フィルムに皺、たるみ、波打ち等が生じ易い。このように、
インフレーション押出法においても、膜厚が小さく且つ均一で平坦な表面を有する樹脂フ
ィルム製品を、安定的に製造することが困難であるという問題は依然として解決されてい
ない。
【００１０】
　従来のチューブ押出法やインフレーション押出法で作製されたフィルムは厚みムラが大
きいため、位相差フィルム等に好適に使用することができなかった。
【００１１】
　従って、本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、延伸することにより配向
性が付与された高品質で厚みムラが少ない位相差フィルム等に好適に使用することが可能
な管状樹脂フィルムの製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る管状樹脂フィルム製造装置では、　管状樹脂フィルムを延伸

延伸された前記管状樹脂フィルムの形状を保持する保持部とを備える点に特
徴を有する。
【００１３】
　本構成の管状樹脂フィルム製造装置では、延伸部により管状樹脂フィルム延伸され、次
いで保持部においてその延伸したフィルムの形状が保持固定されるので、延伸後によく見
られる収縮等が管状樹脂フィルムに発生するおそれがない。さらに、延伸のマンドレルが
多
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すべく、多孔
質材料からなり内部から前記管状樹脂フィルム面側にガスを滲出可能なマンドレルを備え
た延伸部と、

孔質材料からなり内部から前記管状樹脂フィルム面側にガスを滲出可能なので、ガスの
滲出量の局所的なバラツキがほとんどなくなる。従って、管状樹脂フィルムと延伸部との
非接触性がより高まるため、フィルム内面に傷や筋模様等が付く心配がほとんどなくなり
、より滑らかで平坦な高品質のフィルムを得ることができる。このような管状樹脂フィル
ムは、皺、たるみ、波打ち等が発生せず、厚みムラが少ない高品質の樹脂フィルム製品と



【００１４】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置では、前記延伸部が、前記管状樹脂フィルムを長手
方向に延伸する延伸力を、前記管状樹脂フィルムに付与可能に構成することも可能である
。
【００１５】
　本構成であれば、管状樹脂フィルムを延伸することによりフィルムの長手方向に配向性
を付与することができるので、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などに用いる位相差フィルム
として好適な管状樹脂フィルムを製造することができる。このような管状樹脂フィルムは
、皺、たるみ、波打ち等が発生せず、厚みムラ、位相差ムラが少ない高品質の樹脂フィル
ム製品とすることができる。
【００１６】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置では、前記延伸部が、前記管状樹脂フィルムを円周
方向に延伸する延伸力を、前記管状樹脂フィルムに付与可能に構成することも可能である
。
【００１７】
　本構成であれば、管状樹脂フィルムを延伸することによりフィルムの円周方向に配向性
を付与することができるので、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などに用いる位相差フィルム
として好適な管状樹脂フィルムを製造することができる。このような管状樹脂フィルムは
、皺、たるみ、波打ち等が発生せず、厚みムラ、位相差ムラが少ない高品質の樹脂フィル
ム製品とすることができる。
【００２０】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置では、前記延伸部が、複数の部分に分割可能であり
、前記複数の部分のそれぞれが径方向に移動可能に構成された分割型径拡張マンドレルと
することも可能である。
【００２１】
　本構成のように延伸部を分割型径拡張マンドレルとすることにより、単一のマンドレル
で、種々の延伸倍率を有する管状樹脂フィルムを作製することが可能となる。また、分割
型径拡張マンドレルは、管状樹脂フィルムの作業を行っていないオフライン状態のときだ
けではなく、延伸工程中にも移動させることができるので、稼動中にフィルムの製造条件
の微調整を行うことが可能となる。これにより、本発明の管状樹脂フィルムは、より高品
質の樹脂フィルム製品とすることができる。
【００２２】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置では、前記保持部が、多孔質材料を用いることも可
能である。
【００２３】
　本構成のように保持部を多孔質材料にすることにより、その表面から一様にガスを滲出
させることができるので、ガスの滲出量の局所的なバラツキがほとんどなくなる。従って
、管状樹脂フィルムと保持部との非接触性がより高まるため、フィルム内面に傷や筋模様
等が付く心配がほとんどなくなり、より滑らかで平坦な高品質のフィルムを得ることがで
きる。このような管状樹脂フィルムは、皺、たるみ、波打ち等が発生せず、厚みムラ、位
相差ムラが少ない高品質の樹脂フィルム製品とすることができる。
【００２４】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置では、前記保持部において、管状樹脂フィルムが冷
却されるように構成することも可能である。
【００２５】
　本構成であれば、延伸部により管状樹脂フィルム延伸され、次いで保持部においてその
延伸したフィルムの形状が冷却されながら保持固定されるので、延伸後によく見られる収
縮等が管状樹脂フィルムに発生するおそれがない。このような管状樹脂フィルムは、皺、
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することができる。また、管状樹脂フィルムと延伸部との非接触性の向上により延伸時の
抵抗が減少するため、延伸部による延伸工程を円滑に行うことができる。



たるみ、波打ち等が発生せず、厚みムラ、位相差ムラが少ない高品質の樹脂フィルム製品
とすることができる。
【００２６】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置は、前記管状樹脂フィルムの管内圧力の上昇を防止
するための通気手段が設けられることも可能である。
【００２７】
　本構成であれば、通気手段により管状樹脂フィルムの内部と外部との圧力を調整するこ
とができるので、管状樹脂フィルムが外方向に膨張したり収縮拡大を繰り返すおそれがな
くなり、良好なフィルムの平坦性を維持することができる。このような管状樹脂フィルム
は、皺、たるみ、波打ち等が発生せず、厚みムラ、位相差ムラが少ない高品質の樹脂フィ
ルム製品とすることができる。
【００２８】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置は、延伸前の前記管状樹脂フィルムを予熱する予熱
部を備えることも可能である。
【００２９】
　本構成であれば、予熱部が管状樹脂フィルムを予熱することにより、予熱温度を変える
ことができるので、延伸部において適切な温度範囲での管状樹脂フィルムの延伸が可能と
なる。このような管状樹脂フィルムは、皺、たるみ、波打ち等が発生せず、厚みムラ、位
相差ムラが少ない高品質の樹脂フィルム製品とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明は以下の実施の形
態および図面に記載される構成に限定されるものではなく、当業者が実施し得る範囲にお
いて、あらゆる変更が可能である。
【００３１】
　図１は、本発明の管状樹脂フィルム製造装置１００の一例を示す概略図である。
【００３２】
　管状樹脂フィルム製造装置１００は、加熱押出機１と芯部材２とを備えている。加熱押
出機１にはホッパー１ａから熱可塑性樹脂が投入される。投入された熱可塑性樹脂はバレ
ル１ｂ内を移動するに従って加熱溶融される。このとき、熱可塑性樹脂が酸化され易い樹
脂であれば、必要に応じて、バレル１ｂ内を不活性ガスで置換したり、脱気したりするこ
とが好ましい。また、加熱押出機１は、その樹脂押出量が調節可能であることが好ましく
、溶融樹脂の押出し圧を調整するための圧力調整機構（図示せず）を設けてもよい。
【００３３】
　本発明で使用する加熱押出機１としては、例えば、バレル１ｂ内に格納されるスクリュ
ー１ｃがフルフライト単軸タイプであって、Ｌ／Ｄ＝２０～３０であり（ここで、Ｌはス
クリュー長、Ｄはスクリュー径を示す）、バレル１ｂを熱可塑性樹脂の進行方向に沿って
３ゾーンに分割し、それぞれのゾーンが温度調節可能に構成されているものが好適に用い
られる。
【００３４】
　また、加熱押出機１は、溶融した熱可塑性樹脂を管状に押出す口金３を有している。こ
こで、口金３は、本明細書中では、熱可塑性樹脂を直接押し出すための加熱押出機１の先
端部に取り付けられた部材であるが、このような構成に限られず、例えば、口金３を加熱
押出機１と一体化した構成としてもよい。また、口金３には溶融樹脂が通るためのリング
状の断面を有する流路３ａが設けられている。この流路３ａは、単位面積あたりの樹脂押
出し量がリング状断面全体にわたって均一になるように設計されている。流路３ａは、口
径が、例えば約３００ｍｍとなるように構成することができる。また、流路３ａの壁面に
凹凸や傷等があると、後に生成する管状樹脂フィルムの表面に好ましくない筋状模様等が
発生するので、流路壁面は研磨処理等を施すことにより、できる限り平坦にしておくこと
が望ましい。また、溶融樹脂の押出し量は口金３の温度の影響により、バラツキを生じる
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ことがあるので、口金３は温度制御手段（図示せず）によりその温度を精密に制御される
ことが好ましい。本発明によって得られる管状樹脂フィルムは、口金３の温度を、ガラス
転移温度（Ｔｇ）＋２０℃からガラス転移温度（Ｔｇ）＋８０℃の間で調節することによ
って、押し出しと同時に配向させることもできる。口金３の温度が（Ｔｇ）＋２０℃より
低い場合では、樹脂の粘度が上がるため後のフィルム化が困難になり、一方、口金３の温
度が（Ｔｇ）＋８０℃より高い場合では、樹脂を構成する分子の緩和により配向が困難に
なる。口金３の温度のより好ましい範囲は、（Ｔｇ）＋３０℃からガラス転移温度（Ｔｇ
）＋５０℃の間である。
【００３５】
　また、口金３は、口金３の流路３ａの幅をｄとすると、流路幅ｄと押出された熱可塑性
樹脂の厚みｔの関係が、以下の式（１）：
　　　ｔ＜ｄ＜２０ｔ　　　　　　（１）
を満たすように設計されることが好ましい。このような条件を満たすことにより、フィル
ムの周期的厚みムラ（ドローレゾナンス）を防止する事が出来る。
【００３６】
　なお、口金３が、複数の加熱押出機と接続されて口金３中で複数種の樹脂が合流するよ
うに構成すれば、多層構造を有する管状樹脂フィルムを製造することも可能である。
【００３７】
　芯部材２は、加熱押出機１の口金３から管状に押出された熱可塑性樹脂の内面に対向す
るように配置され、熱可塑性樹脂を管状樹脂フィルム２０へと成形している。芯部材２は
ガス供給源（図示せず）と接続されており、図１の拡大円Ｐ中に示すように、成形の際に
熱可塑性樹脂と芯部材２との接触による摩擦を低減させるべく芯部材２の表面から熱可塑
性樹脂の内面に対してガスが滲出可能に構成されている。この芯部材２の表面から滲出す
るガスは、その温度および滲出量が熱可塑性樹脂の種類に応じて調節されることが可能で
あり、これは図示しない温度調節手段および圧力調節手段によって達成され得る。また、
芯部材２は、万一成形時に熱可塑性樹脂と接触したとしても、過度の摩擦を発生させない
ように、その表面にフッ素コーティング等が施されていることが好ましい。さらに、芯部
材２の上面（加熱押出機１側の面）は、そこからガスが滲出しないように金属板、金属箔
、めっき処理等で被覆されていることが好ましい。
【００３８】
　また、加熱押出機１の口金３と芯部材２との間には、管状に押出された熱可塑性樹脂の
形状を安定させるための安定化手段４が設けられている。加熱押出機１の口金３から管状
に押出された直後の熱可塑性樹脂は、ガラス転移温度（Ｔｇ）よりかなり高い温度を維持
した状態で、口金の流路幅の厚みから所定の厚みまで急激に変化するため、わずかな張力
の変化や周辺のガス流の乱れ等によって影響を受け易い不安定な状態にある。安定化手段
４は、このような不安定な状態にある熱可塑性樹脂に対し、その樹脂の流れを妨げないよ
うにして形状を安定化させるように機能するので、後に生成する管状樹脂フィルムに皺、
たるみ、波打ち等が発生せず、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有するフィルムを
得ることができる。
【００３９】
　このように安定化手段４は、本発明において最も特徴的な構成をなすものの一つである
。ここで、より理解を深めるために、安定化手段４のいくつかの具体例を、図面を参照し
ながら以下に説明する。
【００４０】
　図２は、安定化手段を、加熱押出機１の口金３と芯部材２とを離間させて設けた離間部
４ａとする構成の一例を示した概略図である。この構成では、加熱押出機１の口金３から
管状に押出された直後の熱可塑性樹脂は、上記と同様にまだガラス転移温度（Ｔｇ）より
かなり高い温度にあるが、離間部４ａが、例えば、口金３から管状に押出された直後の熱
可塑性樹脂に対し、他物との接触等による外力付加、ガスの不均一流れや温度ムラ等、フ
ィルム周辺雰囲気の乱れを防止し、厚みが急減する本来不安定な領域を安定化状態に導く
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ことができるので、後に生成する管状樹脂フィルムに皺、たるみ、波打ち等が発生せず、
膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有するフィルムを得ることができる。図２中に示
す離間部４ａの大きさＬ（口金３から芯部材２までの距離）は、例えば、３～５０ｍｍに
設定することができる。形状が安定化した熱可塑性樹脂は引き続いて芯部材２に送られ、
管状樹脂フィルム２０に成形される。
【００４１】
　図３は、安定化手段４を、表面からガスが滲出する第２芯部材４ｂとする構成の一例を
示した概略図である。第２芯部材４ｂは、芯部材２と同様にガス供給源（図示せず）に接
続されている。この第２芯部材４ｂの表面から滲出するガスは、その温度および滲出量が
熱可塑性樹脂の種類に応じて調節されることが可能であり、これは図示しない温度調節手
段および圧力調節手段によって達成され得る。ここで、第２芯部材４ｂは、その表面から
のガス滲出状態が芯部材２の表面からのガス滲出状態と異なるように形成されている。具
体的には、第２芯部材４ｂのガス滲出量が、芯部材２のガス滲出量よりも少なくなるよう
に構成されている。口金３から管状に押出された直後の熱可塑性樹脂はまだガラス転移温
度（Ｔｇ）よりかなり高い温度にあるので、第２芯部材４ｂからのガス滲出量があまりに
多いと、熱可塑性樹脂の内面を荒らすことになり兼ねず、好ましくない。本構成では、第
２芯部材が、例えば、口金３から管状に押出された直後の熱可塑性樹脂に対し、非接触状
態を保つべく芯部材より緩やかなガス滲出を行って熱可塑性樹脂の内面に形状変化が生じ
ないようにしながら、所定の冷却条件等を実現すること等が可能になるので、熱可塑性樹
脂の形状が安定化し、後に生成する管状樹脂フィルムに皺、たるみ、波打ち等が発生せず
、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有するフィルムを得ることができる。なお、こ
の第２芯部材４ｂは、上記で説明した離間部４ａと併用するような構成としてもよい。
【００４２】
　図４（ａ）および（ｂ）は、安定化手段４を温度調節機構として構成する２つの例を示
した概略図である。図４（ａ）では、温度調節機構を、管状に押出された熱可塑性樹脂の
温度を管内側から調節する温度調節ヒーター４ｃとして構成している。また、図４（ｂ）
では、温度調節機構を、管状に押出された熱可塑性樹脂の温度を管外側から調節する温度
調節ヒーター４ｄとして構成している。温度調節ヒーター４ｃおよび４ｄは、例えば、Ｐ
ＩＤ制御され、熱可塑性樹脂をＴｇ付近の温度にまで徐々に冷却することができる。これ
らの構成では、温度調節機構が、例えば、熱可塑性樹脂を自然冷却に対して積極的に温度
調節し、それにより熱可塑性樹脂の形状が安定化するので、後に生成する管状樹脂フィル
ムに皺、たるみ、波打ち等が発生せず、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有するフ
ィルムを得ることができる。なお、この温度調節機構は、図４（ａ）と図４（ｂ）とを合
わせたもの、すなわち、管状に押出された熱可塑性樹脂の管内側および管外側の双方に温
度調節ヒーターを備えた構成であってもよいし、あるいは温度調節ヒーターと上記で説明
した離間部４ａや第２芯部材４ｂとを併用するような構成としてもよい。
【００４３】
　図５は、安定化手段４を、ガス流防止機構４ｅとする構成の一例を示した概略図である
。ガス流防止機構４ｅは、例えば、口金３から管状に押出された熱可塑性樹脂に対してガ
ス流が当たることを防止する防止壁のような構成とすることができる。この構成では、ガ
ス流防止機構４ｅが、例えば、口金３から管状に押出された熱可塑性樹脂に対する、芯部
材２からの滲出ガスによる管内からのガス流の吹き付け、および管外からのガス流の吹き
付けを防止するので、後に生成する管状樹脂フィルムに皺、たるみ、波打ち等が発生せず
、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有するフィルムを得ることができる。なお、こ
のガス流防止機構４ｅは、上記で説明した離間部４ａ、第２芯部材４ｂ、温度調節機構と
併用するような構成としてもよい。
【００４４】
　また、加熱押出機１の口金３は、少なくともその口縁部３ｂを超硬材料で構成すること
が好ましい。ここで、口縁部３ｂとは、口金３の熱可塑性樹脂の吐出孔先端部のことをい
う。図６は、口金３の（ａ）斜視図、（ｂ）断面図、および口縁部３ｂの（ｃ）拡大断面
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図である。
【００４５】
　口金３からの熱可塑性樹脂の剥離性を高めるためには、通常、口金３の口縁部３ｂを鋭
利な形状に加工することが必要である。具体的には、図６（ｃ）において、コーナー半径
Ｒ１およびＲ２を５０±５μｍ以下することが好ましい。このような形状にすると、口金
３から押出された熱可塑性樹脂が口縁部３ｂに付着しないので、表面が滑らかで平坦なフ
ィルムを生成することができる。ところが、口縁部３ｂを鋭利な形状にすればする程、一
般に口縁部３ｂの強度が低下するため、メンテナンス等により、口縁部３ｂが徐々に摩耗
したり、最悪の場合、口縁部３ｂが欠けてしまったりするという問題が生じ得る。又、一
般に鉄やステンレス材等の材質が柔らかいものは、加工時に口縁部がだれてしまう可能性
があり、鋭利な形状に加工することが困難な場合がある。そこで、本発明では、口金３の
口縁部３ｂを超硬材料で構成することで、より鋭利な形状に加工する事が可能となり、さ
らに、十分な耐久性を与えることも可能となる。これにより、熱可塑性樹脂の押出し圧に
よって口縁部が摩耗したり欠けたりすることがなく、長時間連続的に安定した熱可塑性樹
脂の押出しを行うことが可能となる。なお、口金３を構成する超硬材料のロックウェルＡ
硬度は８５以上であることが好ましい。超硬材料としては、例えば、チタン合金、セラミ
ック材料、などが挙げられる。超硬材料の表面は、メッキ、窒化処理等が施されていても
よい。
【００４６】
　また、口金３から溶融樹脂を押出すとき、口金３は任意のノズルを備えることができる
。このとき、溶融樹脂はこのノズルを介して口金３から押出される。ノズルの例としては
、通常は図６（ｂ）に示すような流路がその出口まで真っ直ぐ設けられた平行ノズル３０
を採用するが、必要に応じて、図７（ａ）に示すような径拡大ノズル３１を用いてもよい
。径拡大ノズル３１は、熱可塑性樹脂を放射状に広げるように押出すので、押出された熱
可塑性樹脂の径を拡大することができる。このような径拡大ノズル３１を備えた口金から
熱可塑性樹脂の押出しを行うと、押出す樹脂に対して径を拡大させるような力を付与する
こともできるので、後に生成する管状樹脂フィルム２０の円周方向に配向を付与すること
も可能となり、より位相差の大きい樹脂フィルムを得ることができる。また、図７（ｂ）
に示すような、一旦流路３ａの径を絞り、その後径を拡大するようにした径拡大ノズル３
２を用いてもよい。このような形状であれば、熱可塑性樹脂の押出し径を小さくすること
ができるので、装置全体の構成をよりコンパクトにすることも可能である。
【００４７】
　ところで、加熱押出機１のバレル１ｂから口金３に溶融樹脂を送り出す方式として、主
に次の２つの方式がある。すなわち、溶融樹脂を単一の流路を用いて通常の様式で押出す
スパイダー方式と、例えばバレル１ｂの端部に設けられた４つのスパイラル形状を有する
流路によって一旦分岐し、その後分岐した溶融樹脂を再度合流させるスパイラル方式であ
る。本発明ではいずれの方式を用いてもよいが、後者のスパイラル方式であれば、後に生
成する管状樹脂フィルム２０の表面に樹脂の流動模様が現れ難いことから美観に優れるの
で好ましい。また、加熱押出機１のバレル１ｂから口金３の間にフィルタを設けると、溶
融樹脂中の不純物を除去することができるため、さらに優れた美観を得ることができる。
【００４８】
　さらに、管状樹脂フィルム製造装置１００は、加熱押出機１から管状に押出された熱可
塑性樹脂の外面と対向して、外側部材５を備えていてもよい。図８は、外側部材５を備え
た管状樹脂フィルム製造装置１００の部分拡大図である。管状樹脂フィルム製造装置１０
０に外側部材５を設けた場合、この外側部材５が芯部材２と協働して、口金３から管状に
押出された熱可塑性樹脂の外側および内側の両方から成形を行うことができるので、より
形状の整った平坦性の優れた管状樹脂フィルム２０を製造することができる。また、外側
部材５は、その表面の一部又は全体からガスを滲出させるような構成にしてもよい。この
場合、滲出するガスの温度を調節可能にしておくことも可能である。このようにすれば、
熱可塑性樹脂の外面と外側部材５とを非接触の状態に維持することができるので、後に生
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成する管状樹脂フィルムに皺、たるみ、波打ち等が発生せず、膜厚が小さく且つ均一で、
平坦な表面を有するフィルムを得ることができる。
【００４９】
　また、上述した芯部材２、第２芯部材４ｂ、および外側部材５は、それぞれ多孔質材料
で構成することができる。上記各部材を多孔質材料で構成すると、各部材の表面全体にわ
たって一様なガス滲出状態を達成することができるので、ガスの滲出量の局所的なバラツ
キがほとんどなくなる。従って、熱可塑性樹脂と芯部材との非接触性がより高まるため後
に生成する管状樹脂フィルムに傷や筋模様等が付く心配がほとんどなくなり、表面がより
滑らかで平坦な高品質のフィルムを得ることができる。多孔質材料の例としては、金属性
多孔質材料（多孔質焼結金属など）、無機多孔質材料（多孔質セラミックなど）、フィル
ター材料、多数の穴を設けた金属等が挙げられる。耐久性、メンテナンス性、ガス滲出状
態の均一性を考慮すると、金属多孔質材料が好ましく、最も好ましくは多孔質焼結金属で
ある。多孔質材料は、一様なガス滲出状態を達成できるよう孔径、厚み等を調整すること
が好ましい。
【００５０】
　次に、これまで説明してきた本発明の管状樹脂フィルム製造装置および製造方法と関連
して、管状樹脂フィルムを延伸するための機構および方法を、再度図１を参照しながら以
下に詳細に説明する。なお、本明細書以降で説明するフィルムの延伸機構および延伸方法
の記載に関しては、当然ながら本発明の管状樹脂フィルム製造装置で製造した管状樹脂フ
ィルムを使用することができるが、これとは別に予め製造しておいた管状樹脂フィルム（
これは、本発明の管状樹脂フィルム製造装置で製造したものに限定されない）を延伸する
場合に適用することも可能である。
【００５１】
　本発明の管状樹脂フィルム製造装置１００は、芯部材２によって成形された管状樹脂フ
ィルム２０を延伸する延伸部６と、延伸した管状樹脂フィルム２０の形状を保持する保持
部７とを備えている。また、延伸部６の前段には、管状樹脂フィルム２０を予熱する予熱
部１１を設けることもできる。予熱部１１は、例えば、芯部材２と同様に多孔質材料で構
成され、図示しないガス供給源と接続され、適切に温度調節がされたガス流を予熱部１１
の表面から管状樹脂フィルム２０の内面に対して滲出させる構成とすることができる。予
熱部１１から滲出するガスの温度や流量を調節することにより、管状樹脂フィルム２０が
予熱され、予熱温度を変えることができる。位相差を発現させる等、管状樹脂フィルム２
０を配向させる必要がある場合は、管状樹脂フィルム２０の延伸温度が、ＴｇからＴｇ＋
５０（℃）の範囲にあることが好ましい。より好ましい温度範囲は、Ｔｇ＋１０（℃）か
らＴｇ＋３０（℃）の範囲である。このような範囲であれば、管状樹脂フィルム２０にお
ける配向が効率よく行われ、有意に位相差を発現させることができる。延伸温度がＴｇよ
り低い場合では、延伸するために強い応力をフィルムに付与しなければならず、フィルム
が破断するおそれがある。また、延伸温度が上限値よりも高い場合では、ほとんどの場合
で樹脂が溶融状態に近くなるため延伸しても分子を配向させることができず、位相差を発
現させることが期待できない。
【００５２】
　延伸部６および保持部７は、本発明において最も特徴的な構成をなすものである。ここ
で、より理解を深めるために、延伸部６および保持部７について、以下に具体的に説明す
る。
【００５３】
　延伸部６は、図１に示すように、管状樹脂フィルム２０を主に長手方向に延伸（ＭＤ延
伸）する延伸ローラ８および／または主に円周方向に延伸する（ＴＤ延伸）する径拡張マ
ンドレル９で構成されている。
【００５４】
　延伸部６を用いてＭＤ延伸のみを行う場合は、図９に示す管状樹脂フィルム製造装置２
００を用いればよい。管状樹脂フィルム製造装置２００は、図１の管状樹脂フィルム製造
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装置１００において円錐形マンドレル９の代わりに芯部材２と同じ断面形状を有する円筒
形マンドレル１０を採用している。この円筒形マンドレルを採用する事により、ＭＤ延伸
時のＴＤ方向への収縮を抑える事が出来る。なお、延伸部６を構成する延伸ローラ８は、
管状樹脂フィルム２０上に少なくとも１箇所設けられていればよいが、図１または図９に
示すように、管状樹脂フィルム２０の長手方向に沿って、適切に間隔をあけて２箇所に設
けると、２つの延伸ローラ８の回転速度差によってＭＤ延伸をより正確かつ容易に行うこ
とができるので好ましい。また、延伸ローラ８は、管状樹脂フィルム２０の外面側または
内面側の一方から接するように配置してもよいし、あるいは管状樹脂フィルム２０の内面
側と外面側との両方に配置して、双方の延伸ローラで管状樹脂フィルム２０を挟み込むよ
うに構成してもよい。
【００５５】
　本構成によりＭＤ延伸を行うと、フィルムの長手方向に配向性を付与することができる
ので、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などに用いる位相差フィルムとして好適な管状樹脂フ
ィルムを製造することができる。このような管状樹脂フィルムは、皺、たるみ、波打ち等
が発生せず、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有し、位相差ムラが少ない高品質の
樹脂フィルム製品とすることができる。
【００５６】
　ＴＤ延伸を行う場合は、図１に示すように、円錐形マンドレル９の表面に沿うように管
状樹脂フィルム２０を適合させ、そのまま管状樹脂フィルム２０を下方に搬送すればよい
。管状樹脂フィルム２０が搬送されるに従って、マンドレルの外径に応じた延伸倍率で管
状樹脂フィルム２０のＴＤ延伸が行われる。
【００５７】
　なお、円錐形マンドレル９を、複数の部分に分割可能にし、各部分を径方向に移動可能
にして管状樹脂フィルムの拡大径を可変にする構成とすることもできる。このような分割
型径拡張マンドレル５０の一例を図１０に示す。図１０の分割型径拡張マンドレルは、４
つのマンドレル片（５０ａ～５０ｄ）に分割可能な構成となっている。各マンドレル片（
５０ａ～５０ｄ）は、それぞれ径方向に移動させることができる。これらの移動は、手動
で行ってもよいし、電気モーターなどの機械的手段で行ってもよい。また、各マンドレル
片（５０ａ～５０ｄ）は、管状樹脂フィルムの作業を行っていないオフライン状態のとき
だけではなく、延伸工程中にも移動させることができるので、稼動中にフィルムの製造条
件の微調整を行うことが可能となる。これにより、本発明の管状樹脂フィルムは、より高
品質の樹脂フィルム製品とすることができる。なお、上記のような分割型径拡張マンドレ
ル５０を用いる場合においては、分割型径拡張マンドレル５０の分割および移動に合わせ
て、予熱部１１および保持部７も同様の動作をするように構成してもよい。
【００５８】
　本構成によりＴＤ延伸を行うと、フィルムの円周方向に配向性を付与することができる
ので、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などに用いる位相差フィルムとして好適な管状樹脂フ
ィルムを製造することができる。このような管状樹脂フィルムは、皺、たるみ、波打ち等
が発生せず、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有し、位相差ムラが少ない高品質の
樹脂フィルム製品とすることができる。
【００５９】
　ＭＤ延伸およびＴＤ延伸を同時に行う、いわゆる二軸延伸を行う場合は、図１に示すよ
うに、円錐形マンドレル９と延伸ローラ８とを同時に使用すればよい。ＭＤ延伸方向およ
びＴＤ延伸方向における管状樹脂フィルム２０の延伸倍率は、延伸ローラ８の回転速度お
よび円錐形マンドレル９の外径を選択することによって所望の値に設定することができる
。なお、二軸延伸を行うにあたっては、ＭＤ延伸、ＴＤ延伸をそれぞれ別々に行うように
することもできる。例えば、初めに延伸ローラ８によりＭＤ延伸を行い、次いで、ＭＤ延
伸された管状樹脂フィルムを円錐形マンドレル９にかけてＴＤ延伸を行うことができる。
あるいは、初めに管状樹脂フィルムを円錐形マンドレル９にかけてＴＤ延伸を行い、次い
で、ＴＤ延伸された管状樹脂フィルムを延伸ローラ８によりＭＤ延伸してもよい。
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【００６０】
　延伸部６を構成する延伸ローラ８は、管状樹脂フィルム２０の表面に直接接触するので
、表面を傷付けない柔軟な材料（例えば、シリコーンゴムなど）で構成されることが望ま
しい。また、延伸ローラ８は、管状樹脂フィルム２０を均等に延伸することができるよう
に、管状樹脂フィルム２０の周囲にわたって均等な間隔の多数点で接触するように配置す
ることが望ましい。さらに、延伸部６を構成する円錐形マンドレル９および／または円筒
形マンドレル１０は、上述した芯部材２、第２芯部材４ｂ、または外側部材５と同様に、
多孔質焼結金属等の多孔質材料で構成することが好ましい。このとき、各マンドレルはガ
ス供給源（図示せず）と接続され、それらの表面から、必要に応じて温度および流量が適
切に調節されたガスを滲出させるような構成であれば、管状樹脂フィルム２０とマンドレ
ルとの直接の接触が避けられるので、管状樹脂フィルムの内面に傷や筋模様等が付くおそ
れもなく、表面がより滑らかで平坦な高品質の樹脂フィルムを得ることができる。また、
管状樹脂フィルムと延伸部との非接触性の向上により延伸時の抵抗が減少するため、延伸
部による延伸工程を円滑に行うことができるという効果もある。
【００６１】
　保持部７は、延伸した管状樹脂フィルム２０の形状を保持するために設けられている。
延伸の終わった管状樹脂フィルムから延伸力の付与を直ちに解除すると、その反動により
管状樹脂フィルムが収縮することがある。保持部が無ければ、延伸配向したフィルムがフ
リーな状態で収縮することになり、厚みムラや位相差ムラが発生してしまう。本発明では
、このような現象を防止するため、延伸後の管状樹脂フィルム２０を保持部７で保持しな
がらその形状を固定し、延伸後のフィルムに収縮等が発生することを防止している。従っ
て、本発明では、保持部７を通過した後の管状樹脂フィルムに、皺、たるみ、波打ち等が
発生せず、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な表面を有し、位相差ムラが少ない高品質の樹
脂フィルム製品を得ることができる。
【００６２】
　フィルムが保持部を通過し終えるまでに、フィルムがある程度の温度まで冷却されてい
なければ、保持部を通過した時点で、延伸配向したフィルムが高温状態のままフリーな状
態で収縮することになり、厚みムラや位相差ムラが発生してしまう可能性が高い。本発明
では、このような現象を防止するため、保持部７は、管状樹脂フィルムが冷却されるよう
に構成することが好ましい。また、保持部における冷却温度及び保持部の長さは、フィル
ムが保持部を通過し終えるまでにフィルム温度がＴｇ以下の温度になるよう調整されるこ
とが好ましい。
【００６３】
　なお、保持部７は、例えば、上記延伸部６と同様に多孔質材料で構成され、図示しない
ガス供給源に接続され、必要に応じて温度および流量が適切に調節されたガスを、保持部
７の表面から延伸した管状樹脂フィルム２０の内面に滲出させるような構成とすることも
できる。
【００６４】
　ところで、図１および図９では、予熱部１１、延伸部６を構成する円錐形マンドレル９
または円筒形マンドレル１０、保持部７は、円筒形樹脂フィルム２０の内側に配置して示
されているが、円筒形樹脂フィルム２０の内側および外側に配置し、円筒形樹脂フィルム
２０を両側から挟み込むような構成としてもよい。この場合、円筒形樹脂フィルム２０は
、完全に露出することがなくなるので、より安定した状態で延伸を行うことができる。
【００６５】
　このようにして得られた管状樹脂フィルム２０は、小さい厚みでありながら表面が極め
て平坦であり、さらに優れた配向性を付与することが可能であるので、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）などに用いる位相差フィルムとして好適に用いることができる。このような位
相差フィルムとして使用するフィルムの厚みは任意の値とすることができるが、コストダ
ウンや位相差フィルムを部材として使用する装置の薄型化を目的とする場合は、出来るだ
け薄い方が望ましい。本発明の管状樹脂フィルム製造装置を用いれば、例えば、０．１ｍ
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ｍ以下の厚みでも、皺、たるみ、波打ち等が発生せず、膜厚が小さく且つ均一で、平坦な
表面を有し、位相差ムラが少ない高品質の樹脂フィルム製品を得ることができる。
【００６６】
　ところで、芯部材２、第２芯部材４ｂ、予熱部１１、延伸部６、保持部７等の表面から
滲出するガスは、口金から芯部材にかけての安定化手段４の領域に流入することにより安
定化手段４の領域内で不意の圧力上昇を引き起こしたり、管状樹脂フィルム２０内の管内
圧力を不意に上昇させることがあり得る。このような場合、熱可塑性樹脂が外方向に膨ら
んでしまったり、収縮拡大を繰り返したりする。このような現象は、最終的に得られるフ
ィルムの表面の平坦性や膜厚均一性に悪影響を及ぼし兼ねず、好ましくない。そこで、こ
のような事態を未然に防止するために、管状樹脂フィルム内の管内圧力上昇を防ぐための
通気手段を備えることが好ましい。このようにすることで、管状樹脂フィルムが外方向に
膨張したり、収縮拡大を繰り返したりするおそれがなくなり、良好なフィルムの平坦性を
維持することができる。従って、管状樹脂フィルムに皺、たるみ、波打ち等が発生せず、
膜厚が小さく且つ均一で平坦な表面を有する高品質の樹脂フィルム製品を得ることができ
る。例えば、図１１に示すように、口金３から加熱押出機１にかけて設けられた通気手段
１４を介して外気と連通状態にしたり、芯部材２や第２芯部材を貫通する通気手段１６や
保持部７から延伸部６（または、予熱部１１）にわたってそれらを貫通する通気手段１５
を設けて、管状樹脂フィルム２０の内部と外気とを連通状態にすることができる。これら
の通気手段は、単独で用いても併用してもよい。又、内圧調整弁等の内圧調整機構を有し
ていてもよい。ただし、通気手段１４を設ける場合は、通気手段１４を通じてガスが流れ
出るため、口金から芯部材にかけての安定化手段４の領域にガス流の乱れが発生し、最終
的に得られるフィルムの表面の平坦性や膜厚均一性に悪影響を与える可能性がある。した
がって、ガス流の乱れがフィルムに影響しないよう注意する必要がある。通気手段１４を
設ける場合は、例えば、通気手段１４から配管を所定の位置（例えば、芯部材２、第２芯
部材４ｂの上部付近や予熱部１１、延伸部９の上部付近）まで下に伸ばしたり、通気手段
１４付近に内圧調整弁等を設置し管内圧を所定圧に調整したりすること等により、口金か
ら芯部材２にかけての安定化手段４の領域にガス流の乱れを発生させないようにするのが
好ましい。
【００６７】
　形状が完全に固定化された管状樹脂フィルム２０は切断手段１２の位置まで搬送され、
ここで長手方向に切り開かれて平坦な長尺のシート状フィルムとなる（図１を参照）。切
断手段１２は、例えば、その切断部１２ａが管状樹脂フィルム２０の搬送方向に対向する
ように配置され、管状樹脂フィルム２０が下方向に搬送されるにともなって、切断手段１
２が管状樹脂フィルム２０を切り開くことができる。図１２は、管状樹脂フィルム２０が
切断手段１２に切断されて展開される様子を示す管状樹脂フィルム製造装置１００の下面
図である。図１２から分かるように、切断手段１２は、管状樹脂フィルム２０に対して交
差する任意の位置に固定されていればよい。
【００６８】
　一方、切断手段１２を管状樹脂フィルム２０の円周に沿って旋回可能に構成することも
できる。この場合、切断手段１２の旋回に応じて切断部１２ａの向きを変えるように構成
すると、管状樹脂フィルム２０の下方向への搬送と協働して、管状樹脂フィルム２０を例
えばスパイラル状に切断することができる。また、管状樹脂フィルム２０の搬送速度と切
断手段１２の旋回速度とを適宜調節すれば、所望のピッチのスパイラル切断を行うことが
できる。切断手段１２としてレーザカッターを用いた場合では、レーザが通るプリズムの
向きを遠隔操作等で変えることでレーザの発射方向を自在に変えることができるので、レ
ーザカッターを直接動かさなくても管状樹脂フィルム２０のスパイラル切断を容易に行う
ことができる。さらに、レーザカッターの設置場所を管状樹脂フィルム２０の搬送方向と
は無関係に任意に選択することができるので、装置設計上の自由度が大きく向上する。そ
して、このようなレーザカッターであれば、スパイラル切断だけでなく、さらに複雑な切
断を行うこともできるので、樹脂フィルムの用途が大きく膨らむ。上記では、切断手段１
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２を管状樹脂フィルム２０の円周に沿って旋回させる方法を記述したが、切断手段１２を
固定し、口金付近を回転させることによっても同様なスパイラル状に切断されたフィルム
を得ることができる。このような構成にすると、後で述べる巻き取り手段を旋回させる必
要が無くなり、省スペース化が可能である。
【００６９】
　なお、本明細書では、これまで切断手段１２が管状樹脂フィルム２０に対して１つだけ
設けた態様について説明してきたが、本発明はこのような態様に限定されるものではなく
、図１３に示すように、例えば、切断手段１２を２つ設けて、一度に複数のシート状フィ
ルムが得られるような構成としてもよい。図１３の（ａ）は切断手段１２を２つ設けた管
状樹脂フィルム製造装置の一部を示す概略図であり、（ｂ）は（ａ）における管状樹脂フ
ィルム製造装置の下面図である。また、切断の際に、管状樹脂フィルム２０の内側に管状
樹脂フィルム２０の内径と略同一の外径を有する挿入部材６０を挿入しておいてもよい。
このような挿入部材は、管状樹脂フィルム２０の搬送時の挙動を安定させるので、切断手
段１２のぶれが低減し、より正確かつ安定した管状樹脂フィルム２０の切断が可能となる
。また、この挿入部材６０を多孔質材料とし、図示しないガス供給源と接続し、挿入部材
６０の表面からガスを滲出するように構成すれば、挿入部材と管状樹脂フィルム２０の内
面とを非接触状態にすることができるので、傷付きのおそれが低減し、より好適である。
【００７０】
　なお、本発明では、管状樹脂フィルム２０を長手方向に切断してシート状フィルムとし
ているが、もちろん従来から行われていた方法、すなわち、管状樹脂フィルム２０を折り
畳んでその両端を切断する方法によって、２つのシート状フィルムを得るようにしてもよ
い。
【００７１】
　切断手段１２によって切り開かれて生成した長尺のシート状フィルムは、最終的に巻取
り手段１３によって巻き取られる（図１または図１３を参照）。巻取り手段１３は、巻取
り時にフィルムが捻れないように、上記切断手段１２と連動させることが必要である。す
なわち、切断手段１２が固定されている場合は巻取り手段１３も固定し、切断手段１２が
旋回運動をしている場合はそれに合わせて巻取り手段１３も旋回運動させる必要がある。
巻取り手段１３と切断手段１２とを一体化して構成すれば、管状樹脂フィルム２０が切断
されるとそのまま巻き取りが行われるので、上記のいずれの場合にも対応することができ
る。巻取り手段１３の例としては、細長の紙管などが挙げられる。
【００７２】
　以上のようにして作製した本発明の管状樹脂フィルムから得られたシート状フィルムは
、優れた配向性を付与することが可能であるので、位相差フィルムとして好適に使用する
ことができる。ここで、位相差フィルムは、ＴＮ、ＶＡ、ＳＴＮ配向を用いる液晶表示素
子等において、液晶の複屈折による視野角の低下を改善するために用いられるものである
。一般に、位相差フィルムは遅相軸角度のバラツキが±３度を超えると液晶表示装置の色
むらの原因となるが、本発明により得られたシート状フィルムは、遅相軸角度のバラツキ
がフィルム幅方向で±３度以内であり、表示品質が優れている。
【００７３】
　また、従来のテンター方式の延伸によって製造された位相差フィルムでは、その端部の
遅相軸角度のバラツキが大きいのでフィルム中央部しか利用することができなかったが、
本発明では、樹脂フィルムを管状に維持したまま延伸しているのでフィルムの全幅にわた
って利用することができ、このため歩留まりが向上し、製造コストを大幅に低減すること
ができる。
【００７４】
　本発明で使用可能な熱可塑性樹脂を例示すると、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ
スチレン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアリレート、ポリアミド、環状ポリオ
レフィン、エチレンビニルアルコールコポリマー、ポリエーテルスルホン、等が挙げられ
る。これらの樹脂は、単独で用いてもよいし、または２種類以上を含有するポリマーブレ
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ンドや共重合体として用いてもよい。あるいは、これらの樹脂の誘導体または変成物とし
て用いてもよい。
【００７５】
　本発明の管状樹脂フィルムから得られる熱可塑性樹脂フィルムを、特に上記のような液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等に供する位相差フィルムとして用いる場合、その樹脂材料と
して、熱および／または水分の影響を受けずに高い寸法安定性（例えば、厚み均一性）や
光学的安定性（例えば、リターデーション均一性）を確保することができる材料、液晶表
示装置のバックライトからの熱に耐え得るように高いガラス転移温度（Ｔｇ）（例えば、
１２０℃以上）を有する材料、さらに良好な液晶表示が得られるように可視光透過性の優
れた材料を選択することが好ましい。熱可塑性樹脂フィルムは未延伸であってもよいが、
一軸または二軸延伸したものでもよい。あるいは、熱可塑性樹脂フィルム上にディスコチ
ック液晶ポリマーやネマチック液晶ポリマーなどをコーティングして配向させたものでも
よい。
【００７６】
　また、位相差フィルムには長期安定性が求められるが、そのためにはフィルムの光弾性
係数の絶対値が１．０×１０－ １ １ Ｐａ－ １ 以下であることが好ましい。このような特性
を満たす熱可塑性樹脂として、環状ポリオレフィンであるノルボルネン系ポリマーを用い
ることが特に好ましい。ここで、ノルボルネン系ポリマーとは、ノルボルネン系モノマー
からなるホモポリマーまたはその水素添加物、ノルボルネン系モノマーとビニル化合物と
のコポリマーまたはその水素添加物などがあり、具体的な製品として、「アートン」（Ｊ
ＳＲ社製）、「ゼオノア」、「ゼオネックス」（日本ゼオン社製）、「アペル」（三井化
学社製）、「Ｔｏｐａｓ」（Ｔｉｃｏｎａ社製）等が挙げられる。
【００７７】
　熱可塑性樹脂には、その物性（ガラス転移温度、光透過性など）に影響を与えない範囲
で、酸化防止剤、滑剤、着色剤、染料、顔料、無機フィラー、カップリング剤等の添加物
を少量加えてもよい。
【００７８】
　酸化防止剤の例としては、フェノール系酸化防止剤、リン酸系酸化防止剤、硫黄系酸化
防止剤、ラクトン系酸化防止剤、ヒンダードアミン系光安定剤（ＨＡＬＳ）等が挙げられ
る。例えば、環状ポリオレフィン等の樹脂には、熱安定性および相溶性を考慮すると、フ
ェノール系酸化防止剤が好適に使用される。フェノール系酸化防止剤の具体例としては、
ペンタエリスリトールテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェ
ニル）プロピオネート］（例：商品名「イルガノックス１０１０」（チバスペシャルティ
ケミカルズ社製））、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフ
ェニル）プロピオネート（例：商品名「イルガノックス１０７６」（チバスペシャルティ
ケミカルズ社製））、３，３’，３”，５，５’，５”－ヘキサ－ｔ－ブチル－ａ，ａ’
，ａ”－（メシチレン－２，４，６，－トリイル）トリ－ｐ－クレゾール（例：商品名「
イルガノックス１３３０」（チバスペシャルティケミカルズ社製））、１，３，５－トリ
ス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキベンジル）－１，３，５－トリアジン－２，
４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン（例：商品名「イルガノックス３１１４」（チバ
スペシャルティケミカルズ社製））、３，９－ビス｛２－［３－（３－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ］－１，１－ジメチルエチル｝－
２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデカン（例：商品名「アデカスタ
ブＡＯ－８０」（旭電化工業社製））などが挙げられる。酸化防止剤の熱可塑性樹脂に対
する含有量は、０．０１～５重量％の範囲に調製されることが好ましい。含有量が５重量
％より多いと、フィルムの光透過性や機械的強度が劣り、０．０１重量％より少ないと十
分な酸化防止効果が得られないので好ましくない。
【００７９】
　また、滑剤の例としては、脂肪酸アミド系滑剤、非イオン界面活性剤系滑剤、炭化水素
系滑剤、脂肪酸系滑剤、エステル系滑剤、アルコール系滑剤、脂肪酸金属塩系滑剤（金属
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石けん）、モンタン酸エステル部分鹸化物、シリコーン系滑剤等が挙げられる。例えば、
環状ポリオレフィン等の樹脂には、熱安定性および相溶性を考慮すると、脂肪酸アミド系
滑剤が好ましい。脂肪酸アミド系滑剤の具体例としては、ステアリン酸アマイド（例：商
品名「ダイヤミッド２００」（日本化成社製））、メチレンビスステアリン酸アマイド（
例：商品名「ビスアマイド　ＬＡ」（日本化成社製））、ｍ－キシリレンビスステアリン
酸アマイド（例：商品名「スリパックス　ＰＸＳ」（日本化成社製））、エチレンビスス
テアリン酸アマイド（例：商品名「花王ワックスＥＢ」（花王社製）、アーモワックスＥ
ＢＳ（ライオン・アクゾ社製））などが挙げられる。滑剤の熱可塑性樹脂に対する含有量
は、０．０１～１０重量％が好ましく、０ .０５～１重量％が最も好ましい。含有量が０ .
０１重量％未満であると、押出しトルク減少、フィルムのスリ傷発生防止等の効果がほと
んど発現しない。含有量が１０重量％を越えると、押し出し機スクリューとのスリップ発
生が多くなり、樹脂の均一供給ができなくなりフィルムの安定製造が困難となる。さらに
、経時するとブリードアウト量が多くなり、フィルムの外観不良、接着不良等の原因とな
る。
【００８０】
　上記のフェノール系酸化防止剤、滑剤等は、単独で用いてもよいし、２種以上を併用し
てもよい。
【００８１】
　酸化防止剤、滑剤等の添加剤の熱可塑性樹脂への添加方法としては、例えば、熱可塑性
樹脂のペレットと所定量の添加剤の粉末とを混合し、加熱押出機で加熱溶融する方法、熱
可塑性樹脂と添加剤とを有機溶媒に溶解させた後、溶媒を留去する方法、熱可塑性樹脂と
添加剤とのマスターバッチを予め調製しておく方法、前記マスターバッチに前記マスター
バッチの作製に使用した樹脂と同種または異種の樹脂を混合する方法などがある。また、
上記の酸化防止剤、滑剤等については、加熱押出機の内部の流路（特に、口金付近）を該
添加剤でコーティングする方法、ホッパーまたは途中の流路より一定割合で該添加剤を供
給する方法等によっても同様の効果を得ることが可能である。
【００８２】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明してきたが、本発明の理解をより深めるた
め、さらに、具体的な実施例を示して説明する。なお、これから説明する実施例において
は、各実施例に共通して、管状樹脂フィルム製造装置および管状樹脂フィルムの各種特性
を以下のようにして測定した。
【００８３】
（１）管状樹脂フィルム製造装置の温度
　安立計器社製のＫ熱電対（ＡＭ－７００２）を使用した。Ｋ熱電対を管状樹脂フィルム
製造装置の所定の部位に貼り付けて測定を行った。
（２）ガス滲出量
　ＳＴＥＣ　ＩＮＣ製のＦＬＯＬＩＮＥ　ＳＥＦ－５２を使用して測定した。
（３）フィルム温度
　レイテック・ジャパン社製のＴＨＥＲＭＬＥＴ　Ｔ３Ｐを使用し、連続的に流れるフィ
ルムのフィルム温度を測定した。
（４）フィルム厚さ
　ティーイーエス社製のフィルムインスペクタ（ＴＳ－０６００ＡＳ２）を使用した。ま
ず、ＴＤ方向において、１ｍｍ間隔でフィルム全幅についてフィルム厚さの測定を行い、
次いでこの測定をＭＤ方向に２００回繰り返した。全データから平均を算出し、それに対
する厚みムラを％で表示した。
（５）フィルムの位相差および遅相軸
　王子計測機器社製のＫＯＢＲＡ－２１ＡＤＨを使用した。まず、ＴＤ方向において、２
０ｍｍ間隔でフィルム全幅についてフィルムの位相差および遅相軸の測定を行い、次いで
この測定をＭＤ方向に５０回繰り返した。全データから平均を算出し、それに対する位相
差ムラを％で表示した。遅相軸ムラについては全データばらつきの範囲を求め°（度）で
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表示した。
【実施例１】
【００８４】
　例えば、図１の装置と同様の装置を使用し、本発明に従って、延伸した管状樹脂フィル
ムを作製した。本実施例では、フィルム原料として、ゼオノア１４２０Ｒ（Ｔｇ＝１３６
℃；日本ゼオン社製）を用いた。以下にフィルムの作製条件を示す。
【００８５】
［加熱押出機］
　メッシュタイプのフィルタ（メッシュサイズ１０μｍ）を備えたスパイラル方式の加熱
押出機を使用した。
・バレル径：５０ｍｍ
・スクリュー形状：フルフライト単軸タイプ
・Ｌ／Ｄ：２５
［口金］
　平行ノズルを有する口金を使用した。
・口径：３００ｍｍ
・コーナー半径：１０μｍ
・材質：超硬材料（ロックウェルＡ硬度＝９１）
・温度：２３０℃
［安定化手段］
　樹脂の管内側に金属製円柱を設けて安定化手段とした。
・離間距離：２０ｍｍ
［芯部材］
　３５μｍの平均孔径を有する金属性多孔質材料を使用した。
・芯部材の長さ：５０ｍｍ
・芯部材の外径：２９６ｍｍ
・ガス滲出量：７Ｌ／分
［予熱部］
　多孔質材料からなる予熱部を、管状樹脂フィルムの内側および外側に設けた。
・予熱部温度：１５５℃（内側および外側）
・予熱部における最終フィルム温度：１５５℃
・ガス滲出量：フィルムを傷付けない程度に調整
・予熱部の長さ：上記最終フィルム温度を維持可能な長さに調整
［延伸部］
　上下の径比が１：１．４である多孔質材料からなる径拡張マンドレル、および上下の速
度比が１：１．２である多点式延伸ローラを使用した。なお、延伸の際は、フィルムの内
側および外側から温度調節をしながら、ＭＤ延伸およびＴＤ延伸を同時に行った。
・延伸部温度：１５５℃（内側および外側）
・ガス滲出量：フィルムを傷付けない程度に調整
・延伸部の長さ：フィルム温度が１５５℃を維持可能な長さに調整
［保持部］
　上記径拡張マンドレルの下径と同一の径を有する多孔質材料からなる保持部を、管状樹
脂フィルムの内側に設けた。
・保持部温度：１００℃（外側は常温）
・ガス滲出量：フィルムを傷付けない程度に調整
・保持部の長さ：フィルム温度が原料樹脂のＴｇ以下まで下がる長さに調整
［通気手段］
　図１１に示すような、予熱部、延伸部を構成する径拡張マンドレル、および保持部を貫
通する通気手段１５を設けて構成した。
【００８６】
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　以上のようにして得た管状樹脂フィルムを、図１３のように２枚のカッターで切開し、
幅６５０ｍｍ程度の２枚のシート状フィルムとして巻き取った。このシート状フィルムは
、良好な外観を有し、厚みムラ、位相差ムラは、いずれも±２％以下であり、遅相軸ムラ
も±２°以下であった。
【実施例２】
【００８７】
　本実施例では、上記実施例１とは異なるフィルム原料および安定化手段を用いた例を示
す。
　例えば、図１１に示すのと同様の装置を使用し、本発明に従って、延伸した管状樹脂フ
ィルムを作製した。本実施例では、フィルム原料として、Ｔｏｐａｓ６０１３（Ｔｇ＝１
３０℃；Ｔｉｃｏｎａ社製）に滑剤としてアーモワックスＥＢＳ（ライオン・アクゾ社製
）を０．２重量％配合したものを用いた。
【００８８】
　本実施例のフィルム作製条件は、以下の点を除いて、上記実施例１の条件と同じである
。
〔安定化手段〕
　樹脂の管内側に多孔質材料からなる第２芯部材を設けた。
［予熱部］
　予熱部温度および予熱部における最終フィルム温度は、１５０℃とした。
［延伸部］
　フィルムの内側および外側から温度調節をしながら、ＭＤ延伸およびＴＤ延伸を別々に
行った。
　延伸部温度は、内側および外側とも、１５０℃とし、延伸部の長さは、フィルム温度が
１５０℃を維持可能な長さに調整した。
〔保持部〕
　上記径拡張マンドレルの下径－２（ｍｍ）の径を有する多孔質材料からなる部材を管状
樹脂フィルムの内側に設けた。
［通気手段］
　図１１に示すような、口金３から加熱押出機１にかけて設けられた通気手段１４と予熱
部、延伸部を構成する径拡張マンドレル、および保持部を貫通する通気手段１５を設けた
。
【００８９】
　以上のようにして得た管状樹脂フィルムを、図１２のように１枚のカッターで切開し、
幅１３００ｍｍ程度の１枚のシート状フィルムとして巻き取った。このシート状フィルム
は、良好な外観を有し、厚みムラ、位相差ムラは、いずれも±２％以下であり、遅相軸ム
ラも±２°以下であった。
【実施例３】
【００９０】
　本実施例においても、上記実施例１とは異なるフィルム原料および安定化手段を用いた
例を示す。
　ここでは、例えば図４の装置と同様の装置を使用し、本発明に従って、延伸した管状樹
脂フィルムを作製した。本実施例では、フィルム原料として、アペル６０１３Ｔ（Ｔｇ＝
１２５℃；三井化学社製）に酸化防止剤としてイルガノックス１０１０（チバスペシャル
ティケミカルズ社製）を０．５重量％配合したものを用いた。
　本実施例のフィルム作製条件も、以下の点を除いて、上記実施例１の条件と同じである
。
【００９１】
［安定化手段］
　樹脂の管内側および管外側に温度調節ヒーターを設けて安定化手段とした。この温度調
節ヒーターは、管状に押出された熱可塑性樹脂に厚みムラを生じない程度に温度調節され
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ている。
［予熱部］
・予熱部温度：１４５℃（内側および外側）
・予熱部における最終フィルム温度：１４５℃
［延伸部］
　なお、延伸の際は、フィルムの内側および外側から温度調節をしながら、ＭＤ延伸およ
びＴＤ延伸を別々に行った。
・延伸部温度：１４５℃（内側および外側）
・延伸部の長さ：フィルム温度が１４５℃を維持可能な長さに調整
［通気手段］
　図１１に示すような、口金３から加熱押出機１にかけて設けられた通気手段１４を設け
て構成した。通気手段１４からは予熱部上部まで配管を延ばした構造にし、予熱部、延伸
部、保持部などから滲出するガスが安定化手段４の領域に影響ぜず直接通気手段１４を介
して抜けるような構造とした。
【００９２】
　以上のようにして得た管状樹脂フィルムを、図１３のように２枚のカッターで切開し、
幅６５０ｍｍ程度の２枚のシート状フィルムとして巻き取った。このシート状フィルムは
、良好な外観を有し、厚みムラ、位相差ムラは、いずれも±２％以下であり、遅相軸ムラ
も±２°以下であった。
【実施例４】
【００９３】
　本実施例では、例えば図１０に示すごとく分割型径拡張マンドレルを用いてフィルムを
作製した例を示す。
　本実施例では、実施例１と同様にフィルム原料としてゼオノア１４２０Ｒ（Ｔｇ＝１３
６℃；日本ゼオン社製）を用いた。本実施例のフィルム作製条件も、以下の点を除いて上
記実施例１の条件と同じである。
［延伸部］
　図１０に示すような、上下の径比が１：１．４である多孔質材料からなる分割型径拡張
マンドレル、および上下の速度比が１：１．２である多点式延伸ローラを使用した。分割
型径拡張マンドレルは径方向の延伸倍率が１．５倍になるように分割拡張した。なお、延
伸の際は、フィルムの内側および外側から温度調節をしながら、ＭＤ延伸およびＴＤ延伸
を同時に行った。
［保持部］
　上記径拡張マンドレルの下径と同一の径を有する多孔質材料からなる保持部を、管状樹
脂フィルムの内側に設けた。又、外側にも異種の多孔質材料からなる保持部を設けた。
【００９４】
　以上のようにして得た管状樹脂フィルムを、図１３のように２枚のカッターで切開し、
幅６５０ｍｍ程度の２枚のシート状フィルムとして巻き取った。このシート状フィルムは
、良好な外観を有し、厚みムラ、位相差ムラは、いずれも±２％以下であり、遅相軸ムラ
も±２°以下であった。
【実施例５】
【００９５】
　本実施例では、例えば、図９に示すフィルム製造装置を用い、フィルムを長手方向に延
伸した例を示す。
　熱可塑性樹脂としてＴｇ＝１６３℃である環状ポリオレフィン（ゼオノア１６００：日
本ゼオン製）を、押出機（バレル径５０ｍｍ、スクリュー形状：フルフライト単軸・Ｌ／
Ｄ＝２５）により樹脂温度２４０℃で溶融押出し、口金口径３００ｍｍ、口金間隙１．０
ｍｍのリング状口金を有する金型に導入し、口金巾方向の樹脂吐出量が一定になるように
、押出機回転数・金型口金間隙を調整した。
【００９６】

10

20

30

40

50

(18) JP 3662912 B2 2005.6.22



　金型から吐出された溶融樹脂膜は円筒フィルムの内側及び外側にダイス口金からの距離
が２０ｍｍの位置に設置された間隙が１ｍｍである空気冷却装置（芯部材及び外側部材）
から流れる流量５０Ｌ／分の２５℃の空気により１８０℃まで冷却された後、フィルム内
部に可動ロール及びフィルムを介して外側に速度調整可能なロールを有する４点支持式第
１引取装置に導かれ、５ｍ／分の速度で引き取られた。
【００９７】
　その後円筒フィルムを雰囲気温度を１７５℃に調節した加熱炉（予熱部）の中で再加熱
した後、第１引取装置と同機能を有する第２引取装置によりその速度差が１．３倍になる
ように引き取られ長手方向に１．３倍延伸される。ここで、内部は多孔質材料を用いた延
伸部と保持部から構成される。
【００９８】
　その後、フィルム外側に設けられた流れ方向と平行に設けられた切断機によりに切り開
かれ、その後皺が生じないよう作成された搬送ガイドに沿って面状に開かれる。
得られた面状フィルムは巾が巻取機の６００ｍｍの紙管に巻き取られ、厚みが０．１ｍｍ
の２本の面状フィルムが得られた。
【００９９】
　得られたフィルムの厚みを巾方向で１０ｍｍ毎にマイクロメーターで測定したところそ
の巾方向の厚み精度は±２μｍと良好な結果が得られた。また位相差を測定したところ、
面内位相差が１００ｎｍの値を示す位相差フィルムが得られた。さらにフィルムインスペ
クタ等を用いて詳細に測定したところ、厚みムラ、位相差ムラはいずれも±２％以下であ
り。遅相軸ムラは±２°以下であった。このとき、フィルムの位相差の遅相軸はフィルム
の長手方向に対して平行な角度を有していた。
【実施例６】
【０１００】
　ここでは、例えば図１０に示す装置を用い、フィルムを円周方向に延伸した例を示す。
　本実施例では、上記実施例５の作製条件と比較して、延伸手法が異なる。
　具体的には、上記実施例５における４点支持式第１引取装置と同様の引取装置に引き取
られた円筒フィルムは、雰囲気温度を１７５℃に調節した加熱炉（予熱部）の中で再加熱
した後、図１０に示すように、フィルム内部に設けられた円周方向に４分割され、その外
壁に空気の流出口を持つインナーマンドレルに導かれ、１７５℃の温風を内部から吹き付
けることとマンドレル本体が半径方向に１．３倍機械的に拡大することにより円周方向に
延伸される。このときフィルムは切断機の後に設けられた第２引取装置により５ｍ／分の
速度で引き取られている。
【０１０１】
　その後、フィルム外側に設けられた流れ方向と平行に設けられた切断機によりに切り開
かれ、その後皺が生じないよう作成された搬送ガイドに沿って面状に開かれる。得られた
面状フィルムは紙管に巻き取られ、厚みが０．１ｍｍの２本の面状フィルムが得られた。
【０１０２】
　得られたフィルムの厚みを巾方向で１０ｍｍ毎にマイクロメーターで測定したところそ
の巾方向の厚み精度は±２μｍと良好な結果が得られた。また位相差を測定したところ、
厚み位相差が１００ｎｍの値を示す位相差フィルムが得られた。さらにフィルムインスペ
クタ等を用いて詳細に測定したところ、厚みムラ、位相差ムラはいずれも±２％以下であ
り。遅相軸ムラは±２°以下であった。このとき、フィルムの位相差の遅相軸はフィルム
の長手方向に対して９０度の角度を有していた。
【実施例７】
【０１０３】
　ここでは、例えば図１１に示す装置を用い、フィルムの長手方向とフィルムの円周方向
双方に延伸した例を示す。
　具体的には、上記実施例５における４点支持式第１引取装置と同様の引取装置に引き取
られた円筒フィルムは、雰囲気温度を１７５℃に調節した加熱炉（予熱部）の中で再加熱
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した後、フィルム内部に設けられた円周方向に４分割され、その外壁に空気の流出口を持
つインナーマンドレルに導かれ、１７５℃の温風を内部から吹き付けることとマンドレル
本体が半径方向に１．３倍機械的に拡大することにより円周方向に延伸される。
　また円筒フィルムは第１引取装置と同機能を有する第２引取装置によりその速度差が１
．３倍になるように引き取られ長手方向にも１．３倍延伸される。
【０１０４】
　その後、実施例５と同様に切断され、巻き取られて、厚みが０．１ｍｍの２本の面状フ
ィルムが得られた。
　得られたフィルムの厚みを巾方向で１０ｍｍ毎にマイクロメーターで測定したところそ
の巾方向の厚み精度は±２μｍと良好な結果が得られた。また位相差を測定したところ、
面内位相差・厚み位相差共に１００ｎｍの値を示す位相差フィルムが得られた。さらにフ
ィルムインスペクタ等を用いて詳細に測定したところ、厚みムラ、位相差ムラはいずれも
±２％以下であり。遅相軸ムラは±２°以下であった。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の管状樹脂フィルム製造装置の一例を示す概略図
【図２】安定化手段を、加熱押出機の口金と芯部材とを離間させて設けた離間部とする構
成の一例を示した概略図
【図３】安定化手段を、表面からガスが滲出する第２芯部材とする構成の一例を示した概
略図
【図４】安定化手段を、温度調節機構とする構成の２つの例を示した概略図
【図５】安定化手段を、ガス流防止機構とする構成の一例を示した概略図
【図６】口金の（ａ）斜視図、（ｂ）断面図、および口縁部の（ｃ）拡大断面図
【図７】径拡大ノズルを備えた口金の例を示す概略図
【図８】外側部材を備えた管状樹脂フィルム製造装置の部分拡大図
【図９】本発明の別の実施形態である管状樹脂フィルム製造装置を示す概略図
【図１０】分割型径拡張マンドレルの一例を示す概略図
【図１１】管状樹脂フィルムの内部と外気とを連通状態にする通気手段が設けられた本発
明の管状樹脂フィルム製造装置の一例を示す一部拡大図
【図１２】管状樹脂フィルムが切断手段に切断されて展開される様子を示す管状樹脂フィ
ルム製造装置の下面図
【図１３】切断手段を２つ設けた本発明の管状樹脂フィルム製造装置の一部を示す（ａ）
概略図、および（ｂ）その下面図
【符号の説明】
【０１０６】
１　加熱押出機
２　芯部材
３　口金
４　安定化手段
５　外側部材
６　延伸部
７　保持部
８　延伸ローラ
９　径拡張マンドレル
１０　円筒形マンドレル
１１　予熱部
１２　切断手段
１３　巻取り手段
１４　通気手段
１５　通気手段
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１６　通気手段
２０　管状樹脂フィルム
１００　管状樹脂フィルム製造装置

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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